
千葉市特別支援教育就学奨励費に関する要綱 

 

平成 ２年４月１日施行 

最終改正 令和４年４月１日施行 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、次条各号に掲げる児童又

は生徒（以下「児童生徒」という。）の就学に関する特殊事情にかんがみ、保護者（児童

生徒に対して親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。）の経済的負担を軽減し、もっ

て特別支援教育の普及奨励を図るため、本市が実施する特別支援教育就学奨励費（以下

「奨励費」という。）事業を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（受給資格者） 

第２条 奨励費の受給資格者は、本市立小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程に在

籍し、かつ、次に掲げる各号に該当する児童生徒の保護者とする。 

（１）特別支援学級へ就学する児童生徒 

（２）学校教育法施行令(昭和 28年政令第 340号)第２２条の３に規定する障害の程度に該 

当すると本市教育委員会が認める児童生徒 

 

（支給） 

第３条 奨励費は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内において行うものとす

る。 

 （１）学校給食費 

 （２）通学費 

 （３）職場実習交通費 

 （４）交流及び共同学習交通費 

 （５）修学旅行費 

 （６）校外活動等参加費 

 （７）学用品・通学用品購入費 

 （８）新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

２ 前項の規定にかかわらず、児童生徒について生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１２条の規定による生活扶助又は同法第１３条の規定による教育扶助が行われている

場合又は千葉市要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱（平成２年４月１日

施行）の規定に基づく就学援助が行われている場合は、前項第１号、第２号（ただし、

就学援助費の対象とならない通学費は除く）及び第５号から第８号までに掲げる経費に

ついては支給しない。 

  



（経費の内容等） 

第４条 前条第１項各号に掲げる経費に係る内容、支給要件、支給限度額及び支給額は、

別表に定めるとおりとする。 

 

（申請） 

第５条 奨励費の支給を受けようとする者は、毎年度別に定める期日までに、特別支援教

育就学奨励費受給関係届（収入額・需要額調書）（様式第１号）に必要と認める書類を添

付し、児童生徒が在学する学校の長（以下「学校長」という。）を経由して、本市教育委

員会（以下「委員会」という。）へ申請しなければならない。 

２ 第１項に規定する様式第１号に添付する書類により証明すべき事実を、本人の同意を

得て委員会が確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるも

のとする。 

 

（決定） 

第６条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適

正であると認めたときは、奨励費の支給を決定するとともに、当該申請に係る保護者の

属する世帯が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和 29年政令第 157号）

第２条第１号に掲げる区分（以下「第１区分」という。）、第２号に掲げる区分（以下「第

２区分」という。）又は第３号に掲げる区分（以下「第３区分」という。）のいずれかに

該当するか決定し、これらの旨を学校長を経由して、当該申請者に通知するものとする。 

 

（請求及び支払い） 

第７条 奨励費の支払いは、前条の規定による決定を受けた者の請求に基づき、別表に定

める支給日までに行うものとする。 

２ 前項の請求は別に定める期日までに行わなければならない。 

 

（辞退） 

第８条 奨励費の支給を辞退しようとする者は、その旨を学校長を経由して、委員会に申

し出るものとする。 

 

（返還） 

第９条 委員会は、第６条の規定による決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により

奨励費の支払いを受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、別に定める

ものとする。 



 

  附  則 

この要綱は、平成 ２年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成 ６年 ６月２３日から施行する。 

この要綱は、平成１４年 ７月 １日から施行する。 

この要綱は、平成１５年 ６月 １日から施行する。 

この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２８年 ３月２９日から施行する。 

この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

経費の種類 内    容 支 給 要 件 支給限度額 支給額・支給日 

学 校 給 食 費 

要保護児童生徒援助費

補助金及び特別支援教

育就学奨励費補助金交

付要綱（昭和６２年５

月１日文部大臣裁定）

別記２の補助事業の項

に掲げる経費。 

 

 

 

第６条の規定による決定を受けている保護者の

属する世帯（以下「世帯」という。）が第１区

分又は第２区分に該当し、保護者が給食費を支

払っていること。 

半額 

支給額及び支給

日は別に定める。 

通 学 費 

世帯の保護者が交通費を支払っていること。 

全額（第１区分及び第

２区分） 

半額（第３区分） 

職 場 実 習 交 通 費 

交流及び共同学習交通費 

修 学 旅 行 費 

世帯が第１区分又は第２区分に該当すること。 
半額又は国庫補助限度

単価 

校 外 活 動 等 参 加 費 

学用品・通学用品購入費 

新 入 学 児 童 生 徒 

学用品・通学用品購入費 

 注 弱視、難聴、言語障害等の児童又は生徒で、学校教育法施行規則第１４０条の規定により、心身の障害に応じた特別の指導を受けている者に

ついては、その通学に係る特別に要する交通費のみ上記通学費として支給することができる。 

 


